
※　６５歳以降も希望者は、協議の上、常勤職員（日給）として再雇用制度があります。

社会福祉法人 大崎市社会福祉協議会

常勤職員（再雇用）募集要項

【１】法人紹介／職員募集

　　　　社会福祉協議会は、社会福祉法第１０９条・第１１０条に位置付けられた「地域福祉の推進」を

　 　目的とした公共性・公益性の高い社会福祉法人で、全国に設置されている社会福祉団体です。

　　　  当社会福祉協議会は、地域住民の皆さんやボランティア、保健・医療・福祉等の関係者、行政

　　 機関などの協力を得ながら、「だれもが安心して暮らせる福祉のまちづくり」を目指し、 介護保険・

　　 障害福祉サービス事業所等（大崎市内４７ヶ所）の運営・管理、社会福祉事業活動の推進に努め

　　 ています。

　　　  地域における福祉サービスの充実、強化を図るため、介護の現場で働きたい方、社協の社会

　　 福祉事業活動の推進を担っていく人材を求め、募集します。

【２】募集職種／募集人数／募集事業所

募集職種 募集人数 募集事業所

保健師 ３名 ■地域包括支援センター

保健師 保健師資格 常勤職員（再雇用）

看護職員 ３名 ■介護事業所（大崎市内全域）

介護支援専門員 ３名 ■居宅介護支援事業所（大崎市内全域）

※勤務地については、相談により決定いたします。

【３】応募資格／雇用形態

募集職種 資格要件等 雇用形態

看護職員
看護師資格
（看護師・准看護師）

常勤職員（再雇用）

介護支援専門員　　　　　　　　　　　　　介護支援専門員資格 常勤職員（再雇用）

※　年度末において、満６１歳から満６５歳までの方



　   　令和４年　４月１日(金) ～ 令和５年　３月３１日(金) までの期間

【４】募集職種／業務内容

募集職種 業務内容

保健師
地域包括支援センターにおいて、介護予防等サービス利用に係る相談支援業
務。

看護職員
通所介護事業所、特別養護老人ホーム等利用者の健康状態を把握し、健康保
持、生活機能の維持改善を図る。機能訓練、介護業務全般、生活支援業務全
般。

介護支援専門員　　　　　　　　　　　　　
要介護者と認定された方々の相談・居宅介護サービス計画作成、福祉サービス
や介護商品の紹介、各種手続きのお手伝い、関係機関や施設・病院等との連
絡調整を行います。

【５】募集期間

【９】応募方法

【６】選考方法

　 　　採用選考については、次の試験を行います。

　 　　■書類選考 ・ 適性検査 ・ 作文 ・ 面接 による選考

【７】採用試験実施日等

　 　　試験期日 ：　随時

　 　　試験会場 ：  大崎市古川保健福祉プラザ内  (宮城県大崎市古川三日町二丁目５－１)

【８】採用試験結果

　 　　選考による採否の結果については、受験者全員へ文書にて通知いたします。

　 　　採否結果の通知送付 ： 採用試験より１週間程度

　 　　 いたします。また、応募書類は返却いたしませんので、ご了承ください。

　 　　次の書類を職員厚生課宛に送付してください。

　 　　書類選考の上、採用試験日の連絡をいたします。

　 　　(１)履歴書(自筆のもの・写真添付) ※履歴書は、当会ホームページに掲載。(市販のもの可)

　 　　(２)各資格証明書等の写し (資格取得見込証明書を含む。)

　 　※応募に関する個人情報については、採用試験以外の目的には一切使用せず、秘密は厳守



〈参考〉

賞　与

2.7ヶ月／年

　年2回 支給

(６月 ・ １２月)

(令和３年度実績）

□介護支援専門員　　　 　１７２，２００円～

【常勤職員（再雇用）】

基本給 諸手当

□保健師　　　／　　　　　　２１８，３００円～ □通勤手当 ： ２７，２００円（上限）／月

□看護職員　／　 　　※通勤方法、距離により算定。

　　【看護師】　　 　　　　　　２１８，３００円～ □夜間勤務手当 ： ５，０００円／１回

　　【准看護師】　　　　　　　１８５，８００円～ 　　※保健師・介護支援専門員を除く。

【その他待遇】

□扶養手当　

※当会給与規程に基づき決定いたします。 □時間外手当　

【休日・休暇】

　（１）休日は、週２日・祝日・年末年始 （※事業所シフト表によって指定された日となります。）

　（２）休暇は、年次有給休暇、育児・介護休暇等があります。

　□社会保険（健康保険・厚生年金保険・介護保険・雇用保険・労災保険）に加入します。

　□退職金制度に加入します。（独立行政法人福祉医療機構規則に基づく。） ※全額事業主負担

【勤務時間】

　□保健師・介護支援専門員　 ：　８時３０分～１７時１５分

　□看護職員　　： 　１ヶ月単位の変形労働制で、１日８時間の交替勤務（シフト制）です。

　　　　　　　　　　　  勤務時間帯については、配属の事業所によって決定いたします。


